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          ～令和 2年 4月 1日から施行されます～ 

国内居住要件について 

1．国内居住要件の考え方 

改正後の健康保険法第 3条第 7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているか

どうか（住民票があるかどうか）で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。こ

のため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内

居住要件を満たすこととなります。 

2．国内居住要件の例外（海外に居住しているが被扶養者となる方） 

日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的

な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り

扱われます。  

【国内居住要件の例外となる方】 

(1) 外国において留学をする学生  

(2）外国に赴任する被保険者に同行する者 

(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 

(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの 

(5) (1)～(4)までに掲げられるものの他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 

扶養認定に当たっての記載事項及び添付書類について 

1．国内居住要件の例外に係る記載事項 ※ 従来の様式は令和 2年 4月 1日以降についても、引き続きご利用いただけます。   

日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場合には、健康保険被扶養者（異動）届に国内居住要の 

例外に該当する旨の記載を行い届出が必要です。このため、今回の改正に伴い令和 2年 4月 1日より国内居住要件の例 

外等に該当した際に記入する記載欄を設けた届出様式に変更予定です。  

2．日本国内に住所がない場合の添付書類について 

※書類等が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要。 

【日本国内に住所がない場合の添付書類の例】（以下の添付書類のうち、事実確認が出来るいずれかの書類を添付） 

(1) 外国において留学をする学生・・・査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し 

(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者・・・査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し 

(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者・・・ 

査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し 

(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの・・・ 

出生や婚姻等を証明する書類等の写し 

(5) (1)～(4)までに掲げられるものの他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 

・・・ ※個別に判断 
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65歳以上の高年齢被保険者の保険料徴収が始まります！ 

平成 29年 1月 1日から雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の労働者は「高年齢被保

険者」として雇用保険への加入が必要なことは、みなさんご存じの通りだとは思いますが、その

高年齢被保険者の雇用保険料は令和 2年 3月までは事業主・労働者双方が免除されます。 

令和 2年 4月からは通常の労働者と同様に雇用保険料を給与から控除しなくてはいけなくなり

ますので、給与担当者の方はご注意ください。 

65歳以上の失業手当について 

65歳以上の労働者も雇用保険に加入するため、失業した際には失業手当にあたる高年齢求職者給付金が受給でき

ます。しかし、失業手当の支給は雇用保険被保険者が行います。企業は対象の従業員が退職する際に退職者が失業

手当を受給するために必要な書類の発行を行いましょう。 

高年齢求職者給付金 

高年齢求職者給付金とは、64歳未満の雇用保険加入者に支給される基本手当に変わる失業手当です。また、規定さ

れた受給要件を満たせば、年金との併給が可能であり、何度でも受け取れます。 

65歳以上の雇用保険未加入への罰則 

65歳以上の労働者が雇用保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、未加入が発覚した場合は 

6 カ月以下の懲役または 30万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。 

 

お遍路にて・・・～第１５７回～ 

筆者は、新年早々に熊本大学法学部で労働法に関する内容で、講義をする機会を

与えられました。 

45年振りに教室に入りましたが、階段状になっており、黒板もチョークもなく、

板書でなくパワーポイントのスライドショーでの授業でした。学生たちは、ノート

ではなく気になるスライドがあるとスマホで写真

に撮るのです。筆者の学生時代・45年前には想像も

出来ない光景でした。政治的立て看板もなく、学生運動が何かも知らない今の

学生でしたが、ヤジも、隣同士が雑談することもなく、真剣に授業を聞いてく

れる姿勢には、とても感激しました。講義の最後に、めったにない機会ですの

で 20歳前後の若者に、どうしても伝えたい言葉がありました。 

『皆さんの年齢は、人生で一番生きづらい時期です。アイデンティティー、恋愛、就職などの心配事や悩み

を抱えていることでしょう。でもね、今抱えている悩み事は、ひとつ残らず、時間が笑い話に変えてくれます。

振り返ってみると、「何でこんなことで悩んでいたんだろう」と真剣に悩んでいたことを失笑し後悔したもので

す。「自分らしい」なんて 65歳の今でも判らないことです。そんな難問、とっとと小脇に抱えて、不安や悩み

が浮かんだら「この野郎、また出てきたなぁ」と思い浮かんだままにして、くれぐれも捉われることなく・執

着することなく、「今」しか出来ないことを楽しんで下さい。あなた方の 3倍生きてきて、悩んできた者が、確

信を持って言えることです。悩み過ぎて、貴方の大切な時間を、人生を無駄にしないで下さい。』 

ブーマー世代の余計なお節介かと思いましたが、若者たちのきらきらした目をみて、伝わっていることに安

堵しました。 

ブーマー達は、贖罪と懺悔の気持ちを抱いてはお遍路に行き、遍路宿

で宴会をして酔いに任せて「自分だけは生きてきた」と開き直り、酔い

過ぎて「世の中が悪い、相手が悪い」と逆ギレする始末です。若い時の

まじめさを、時間とともに悩みと一緒に捨ててきたのでしょうか？ 


